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鳥インフルエンザ発生に伴う小売店舗における鶏卵・鶏肉
の不適切な表示に関する調査状況について（第４報）

１月１２日から２月２日までの調査結果をお知らせします。不適切な表示３１２件が
確認されましたが、すべてが撤去・修正され、また、不適切店舗数の割合も減少（▲０．
４％）しており、小売店舗においては、引き続き冷静な対応となっています。

１ 小売店舗調査の状況
１月１２日～２６日分 １月１２日～２月２日分までの累計

うち、 うち、
地方農政局等 調 査 店 不適切 調 査 店 不適切 うち、 うち、 うち、

舗 数 店舗数 舗 数 店舗数 撤去・修 拒 否 し 対応中等
正等をし た店舗 （本部と
た店舗数 数 相談中）

の店舗数
北海道 344 1 454 1 1 0 0
東北 798 3 1,067 3 3 0 0
関東 3,230 24 4,672 29 29 0 0
北陸 1,258 48 1,476 50 50 0 0
東海 717 8 1,338 11 11 0 0
近畿 3,099 38 5,407 52 52 0 0
中国四国 1,877 28 5,036 46 46 0 0
九州 5,934 119 7,583 119 119 0 0
沖縄 68 1 90 1 1 0 0
総 合 計 17,325 270 27,123 312 312 0 0

(100.0) (1.6) (100.0) (1.2) (1.2) (0.0) (0.0)
※ なお、１月１２日から２６日までの調査結果では、拒否又は対応中の店舗はありま
せんでした。

２ 不適切な表示の事例
撤去・修正を要請した不適切な表示は、

・「当店で取り扱っている鶏肉は、○○産であり鳥インフルエンザの該当地域には属さ
ず、問題ありません。御安心して御買い求め下さい。」
・「当店の商品は今回報道がありました養鶏場及び半径１０km圏内の養鶏場の鶏肉を使
用しておらず、安全性が証明されております。ご安心してお召し上がり下さいませ。」
・「発生農場からの生鳥取引はありません。発生農場を中心とした１０㎞以内の区域で
移動制限措置がとられておりますが移動制限区域内の生鳥取引はありません。」
・「お客様へ：当社の岡山県産森林鶏の農場は、今回発生の「鶏インフルエンザ」の、
発生地域からは１０ｋｍ以上離れており安全面では問題ありませんが、万一に備え、
本日より販売を一時中止させていただきます。ご了承くださいませ。」
・「宮崎県高崎どりは安全が確認でき次第販売致します ご了承下さいませ」
等の内容のものがありました。

鶏卵、鶏肉を食べることにより、鳥インフルエンザウィルスが人に感染することは
世界的にも報告されていません。
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